
                  

（主催：お問合せ先）鎌倉市障害者支援協議会 権利擁護・相談支援部会

事務局：鎌倉市基幹相談支援センター

        郵送：〒248-0012 鎌倉市御成町 20-21 鎌倉市福祉センター

      電話：0467-39-6122   FAX ：0467-39-6132

    メール：soudansien-net@kama-kikan.com

平成 29年 3月に厚労省が策定した『障害福祉サービスの利用等に係る意思決定支援

ガイドライン』にて、障害のある方への意思決定支援の枠組みが示されました。

最近よく聞く「意思決定支援」って？

「ガイドライン」って何のこと？？

どう支援すればよいの？？

しかし、それぞれの障害等において個別性は高く、日常の生活場面から生命に関わる

ことまで幅広い支援内容の現場では、「何をどう支援すればよいの？」という声や、多く

のジレンマがあります。

この度、和泉短期大学教授の鈴木敏彦先生をお招きし、「意思決定支援」の基本的な

考え方と新しく策定されたガイドラインについて分かりやすくご説明いただきます。

明日から役立つ支援のヒントが得られます。相談支援事業者、障害福祉サービス提供事業

者、教育関係者、行政機関、家族会等このテーマに関わる多くの関係機関の方々の参加を

お待ちしています。

《日 時》      平成 30年 2 月 26 日(月) 

   16:30～18:30（開場 16:00）

《場 所》  鎌倉市福祉センター２階 第 1・2 会議室

《講 師》   鈴木 敏彦 先生（和泉短期大学 児童福祉学科教授）

《定 員》      100 名

手話通訳

要約筆記

あり



※ご参加の方は、下記の申込書に必要事項を記入し、ファックス・メール・郵送にて

お申し込みください。

お申込の締切 平成 30 年 2 月 16 日（金）

鎌倉市障害者支援協議会 権利擁護・相談支援部会 研修会

今、現場で求められる「意思決定支援」とは？

～ガイドラインの基本的理解から、実践との整合性の検討まで～

参加申込書

事業所名

事業所の種類

□相談支援事業所

□福祉サービス提供事業所

□教育関係者

□行政機関

□その他（                  ）         

※☑を入れてください

参加者お名前

職種等

職種等

職種等

連 絡 先 電話番号      （    ）

研修会で聞いてみ

たい事

【お問合せ先】鎌倉市基幹相談支援センター（平田・栗田）

（電話）0467－39－6122

（郵 送） 〒248-0012 鎌倉市御成町 20-21 鎌倉福祉センター３階

（ＦＡＸ） 0467－39－6132 鎌倉市基幹相談支援センター宛

（メール） soudansien-net@kama-kikan.com


